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２０大都市災害時相互応援に関する協定 
 
札幌市、仙台市、さいたま市、千葉市、東京都、川崎市、横浜市、相模原市、新潟
市、静岡市、浜松市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、岡山市、広島市、
北九州市及び福岡市（以下「大都市」という。）は、大都市において災害が発生し、
災害を受けた都市（以下「被災都市」という。）独自では十分な応急措置が実施でき
ない場合に、被災都市の要請にこたえ、災害を受けていない都市が友愛的精神に基づ
き、相互に救援協力し、被災都市の応急対策及び復旧対策を円滑に遂行するため、次
のとおり協定する。 
 
（応援の種類） 
第１条 応援の種類は、次のとおりとする。 
⑴ 食料、飲料水及び生活必需物資並びにその供給に必要な資器材の提供 
⑵ 被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資器材及び物資の提供 
⑶ 救援及び救助活動に必要な車両及び舟艇等の提供 
⑷ 救助及び応急復旧に必要な医療系職、技術系職、技能系職等職員の派遣 
⑸ 前各号に掲げるもののほか、特に要請があった事項 
（応援要請の手続） 
第２条 応援を要請する都市（以下「応援要請都市」という。）は、原則として、次
の事項を明らかにし、第５条に定める連絡担当部局を通じて、口頭、電話又は電信
により応援を要請し、後日、速やかに文書を送付するものとする。 
⑴ 被害の状況 
⑵ 前条第１号から第３号までに掲げる応援を要請する場合にあっては、物資等の
品名、数量等 

⑶ 前条第４号に掲げる応援を要請する場合にあっては、職員の職種及び人員 
⑷ 応援場所及び応援場所への経路 
⑸ 応援の期間 
⑹ 前各号に掲げるもののほか、必要な事項 
（実施） 
第３条 応援を要請された都市は、極力これに応じ救援に努めるものとする。 
２ 被災都市以外の都市は、通信の途絶等により被災都市との連絡が取れない場合で、
緊急に応援を行う必要があると認められるときは、自主的な判断により応援を行う
ことができるものとする。 
３ 自主出動した都市は、応援内容等を被災都市に速やかに連絡する。 
４ 自主出動した都市は、応援に必要な情報の収集をし、その情報を被災都市に提供
する。また、応援活動にあたっては、自律的活動に努めるものとする。 
（応援経費の負担） 
第４条 応援に要した経費は、原則として応援を要請する都市の負担とする。 
２ 前条第２項に定める応援に要した経費の負担は、応援を受けた都市と応援した都



市（以下「応援都市」という。）が協議して定める。 
３ 応援要請都市が、第１項に規定する経費を支弁するいとまがなく、かつ、応援要
請都市から要請があった場合は、応援都市は、一時繰替支弁するものとする。 
（連絡担当部局） 
第５条 大都市は、あらかじめ相互応援のための連絡担当部局を定め、災害が発生し
たときは、速やかに情報を相互に連絡するものとする。 
（資料の交換） 
第６条 大都市は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、毎年１回地域防災
計画その他参考資料を相互に交換するものとする。 
（その他） 
第７条 この協定の実施に関し必要な事項及びこの協定に定めのない事項は、大都市
が協議して定めるものとする。 
第８条 この協定を証するため、本協定書２０通を作成し、各都市は記名押印の上、
各１通を保有する。 

 
附 則 
１ この協定は、昭和６１年１０月２３日から効力を生ずる。 
２ 次に掲げる覚書は、廃止する。 
（１）大阪市、名古屋市、京都市、横浜市、神戸市、北九州市、札幌市、川崎市、福
岡市及び広島市が締結した指定都市災害救援に関する覚書  （昭和３５年５月１
３日締結） 

（２）東京都、川崎市、横浜市、名古屋市、京都市、大阪市及び神戸市が締結した七
大都市震災相互応援に関する覚書（昭和５０年６月６日締結） 
附 則 
１ この協定は、平成２年２月２２日から効力を生ずる。 
２ 「１１大都市災害時相互応援に関する協定」は、廃止する。 
附 則 
１ この協定は、平成５年１月２６日から効力を生ずる。 
２ 「１２大都市災害時相互応援に関する協定」は、廃止する。 
附 則 
１ この協定は、平成９年３月３１日から効力を生ずる。 
附 則 
１ この協定は、平成１５年４月１日から効力を生ずる。 
２ 「１３大都市災害時相互応援に関する協定」は、廃止する。 
附 則 
１ この協定は、平成１７年４月１日から効力を生ずる。 
２ 「１４大都市災害時相互応援に関する協定」は、廃止する。 
附 則 
１ この協定は、平成１８年４月１日から効力を生ずる。 



２ 「１５大都市災害時相互応援に関する協定」は、廃止する。 
附 則 
１ この協定は、平成１９年４月１日から効力を生ずる。 
２ 「１６大都市災害時相互応援に関する協定」は、廃止する。 
附 則 
１ この協定は、平成２１年４月１日から効力を生ずる。 
２ 「１８大都市災害時相互応援に関する協定」は、廃止する。 
附 則 
１ この協定は、平成２２年４月１日から効力を生ずる。 
２ 「１９大都市災害時相互応援に関する協定」は、廃止する。 
 
平成２２年９月３０日 
 
 





北海道札幌市中央区北１条西二丁目１番地 
札幌市 
 

札幌市長 上田 文雄 

 
 
宮城県仙台市青葉区国分町三丁目７番１号 
仙台市 
 

仙台市長 奥山 恵美子 

 
 
埼玉県さいたま市浦和区常盤六丁目４番４号 
さいたま市 
 

さいたま市長 清水 勇人 

 
 
千葉県千葉市中央区千葉港１番１号 
千葉市 
 

千葉市長  熊谷 俊人 

 
 
東京都新宿区西新宿二丁目８番１号 
東京都 
 

東京都知事 石原 慎太郎 

 
 
 
 
 



神奈川県川崎市川崎区宮本町１番地 
川崎市 
 

川崎市長 阿部 孝夫 

 
 
神奈川県横浜市中区港町一丁目１番地 
横浜市 
 

横浜市長 林 文子 

 
 
神奈川県相模原市中央区中央二丁目１１番１５号 
相模原市 
 

相模原市長 加山 俊夫 

 
 
新潟県新潟市中央区学校町通１番町６０２番地１ 
新潟市 
 

新潟市長 篠田 昭 

 
 
静岡県静岡市葵区追手町５番１号 
静岡市 
 

静岡市長 小嶋 善吉 

 
 
 
 
 



静岡県浜松市中区元城町１０３－２ 
浜松市 
 

浜松市長 鈴木 康友 

 
 
愛知県名古屋市中区三の丸三丁目１番１号 
名古屋市 
 

名古屋市長 河村 たかし 

 
 
京都府京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町４８８番地 
京都市 
 

京都市長 門川 大作 
 
 
大阪府大阪市北区中之島一丁目３番２０号 
大阪市 
 

大阪市長 平松 邦夫 

 
 
大阪府堺市堺区南瓦町３番１号 
堺市 
 

堺市長 竹山 修身 

 
 
 
 
 



兵庫県神戸市中央区加納町六丁目５番１号 
神戸市 
 

神戸市長 矢田 立郎 

 
 
岡山県岡山市北区大供一丁目１番１号 
岡山市 
 

岡山市長 髙谷 茂男 
 
 
広島県広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号 
広島市 
 

広島市長 秋葉 忠利 
 
 
福岡県北九州市小倉北区城内１番１号 
北九州市 
 

北九州市長 北橋 健治 

 
 
福岡県福岡市中央区天神一丁目８番１号 
福岡市 
 

福岡市長 吉田 宏 
 
 
 


